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当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

 

記 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適 

時 

開 

示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

【準メンバー：下記部署の責任長】 

人事総務本部 事業推進部 

企画本部 ＤＸ推進部 

ＷＨＧ事業部 

企画室 
ラグジュアリー＆ 

バンケット事業部 

リゾート事業部 

 

情

報

開

示

委

員

会 

「情報開示委員会」は情報開示担当役員を委員長とし、上図の通り構成される組織で、原則として取締役会

の前日までに定例会議を開催（必要に応じて臨時会議を開催）し、情報開示すべき事項の発生状況確認、情

報開示に関する知識向上、関連法規･変更情報の周知、積極的開示事項について検討を行います。開示に際

しては、主管部門と同委員会のダブルチェック体制とします。 

また、「内部監査室」が情報開示委員会の活動状況についてチェックを行います。 

   

 

【委員長】情報開示責任者 

【メンバー：下記部署の責任長＊】 

人事総務本部 
総務部 

人財戦略部 

企画本部 
経理財務部 

経営企画部（事務局） 

（陪席） 内部監査室 

＊部室長もしくはそれに準ずる者。下記の準メンバーも同様。 


